
左記の点検・調査期間が
令和３年２月５日～３月３１日

の間に終了する場合は、
下記のとおり点検・調査期間を４ヵ月延長

することが可能となります。

LPガス供給設備点検
消費設備調査 等
（認定販売事業者も含む）

参照条文：液化石油ガス法 規則第36条、第37条、第38条、第50条
R3.２.５ R3.3.31

R3.3.15 R3.7.15

4月延長期限：前回の点検・調査日
から指定年数後

Ex.)

今回延長

左記の管理期間が
令和３年２月～３月（ガスメーターを除く機器）

の間に終了する場合は、
下記のとおり４ヶ月延長
することが可能となります。

認定販売事業者による
LPガス保安確保機器

期限管理

R2.２ R2.３

4月延長期限：前回の機器交換
から指定年数後

参照条文：液化石油ガス法 認定販売事業者告示第5条
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